　
申請前チェックリスト
	種別
	№
	チェック項目
	申請者
	市記入

	交　付　申　請　書
	①
	申請日を記入している。
	□
	□

	
	
	○窓口へ必要書類を提出する場合は、提出日を記入してください。
○郵送の場合は、投函日を記入してください。
	
	

	
	②
	申請者は、世帯主である。
	□
	□

	
	
	○感震ブレーカーを設置した住宅の世帯主の氏名・生年月日を記入してください。
○住所は、感震ブレーカーを設置した住宅の住所を記入してください。
○電話番号は、日中連絡が取れる連絡先を記入してください。
	
	

	
	③
	「1　設置した感震ブレーカー」の必要事項は、すべて記入している。
	□
	□

	
	
	○メーカー名・製品名・品番は取扱説明書や保証書を確認して、記入してください。
○「設置場所」の記入例(1階居間、1階廊下、1階脱衣所、2階寝室等)
○「種類」の記入例(分電盤タイプ(内蔵型)(後付型)、コンセントタイプ、簡易タイプ)
○工事を必要としない場合など、自ら感震ブレーカーを設置した場合は、「設置工事費」「諸経費」を記入する必要はありません。
	
	

	
	④
	「木造住宅耐震補強助成事業」を受けている。（該当する場合）
	□
	□

	
	
	○当該年度に「木造住宅耐震補強助成事業」を受けている場合は、確定通知書の「交付確定番号」と「交付確定日」を記入してください。
○「交付確定日」は、年度内のものに限ります。
	
	

	
	⑤
	「2　支払金口座振替依頼」は正確に記入している。
	□
	□

	
	
	○振込先金融機関名は、申請者ご本人の口座であることを確認してください。
○支店名等、正確に記入してください。(支店名の「町」が抜けている場合がありますので注意してください。正確に記入されていないと、助成金の振込みはできません。)
	
	

	
	⑥
	「3　申請にあたり、同意及び誓約していただく事項」にチェックを記入している。
	□
	□

	
	
	○内容を確認して、全て確認欄にチェックしてください。
	
	



裏面へ続く

	種別
	№
	チェック項目
	申請者
	市記入

	確　認
	１
	賃貸住宅等の申請者が建物所有者でない場合は、建物所有者の承諾を得ている。
	□
	□

	
	
	○建物所有者へ、分電盤タイプの感震ブレーカーを設置する旨の承諾を得てください。
	
	

	
	２
	市税を完納している。
	□
	□

	
	３
	過去に「浜松市感震ブレーカー設置事業費補助金」の交付を受けていない。
	□
	□

	
	４
	中古品やリース品でない。
	□
	□


	種別
	№
	チェック項目
	申請者
	市記入

	[bookmark: _GoBack]必　要　な　書　類　等
	１
	感震ブレーカーのメーカー名・製品名・品番が分かる写しまたは写真を添付している。
	□
	□

	
	
	○取扱説明書や保証書等のメーカー名・製品名・品番等が記載された部分の写し。
○分電盤タイプの場合は、「一般財団法人日本配線システム工業会」の適合マークが写っている写真。
○コンセントタイプ・簡易タイプの場合は、「一般財団法人日本消防設備安全センター」の推奨マークと感震ブレーカー本体が１枚に納まっている写真。
	
	

	
	２
	感震ブレーカーを設置した住宅の写真を添付している。
	□
	□

	
	
	○設置した住宅の外観を、玄関が写るように撮影した全景写真。
	
	

	
	３
	感震ブレーカーの設置した状態がわかる写真を添付している。
	□
	□

	
	
	○感震ブレーカーを設置していることが確認できる写真。
	
	

	
	４
	購入または設置工事に要する費用の領収書の写しまたは写真を添付している。
	□
	□

	
	
	○領収書の日付は、令和8年4月1日～令和9年2月26日のもの。
○感震ブレーカー本体の購入のみで、設置工事を伴わない場合は、感震ブレーカー本体のみを購入した領収書と明細が記載されたもの。
○設置工事を伴う場合は、購入及び設置工事の明細が記載されているもの。
	
	

	
	５
	通帳の写しまたは写真を添付している。
	□
	□

	
	
	○「支払金口座振替依頼」に記入した内容が確認できる部分の通帳の写し。
	
	

	
	６
	本人確認できるものの写しまたは写真を添付している。
	□
	□

	
	
	○代理の申請はできません。
○身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し。
	
	

	
	７
	木造住宅耐震補強助成事業を受けている。（該当する場合）
	□
	□

	
	
	○年度内に助成事業を受けている場合は、確定通知書の写し。
	
	

	
	８
	見積書の写しを添付している。（該当する場合）
	□
	□

	
	
	○感震ブレーカーの設置工事費を要する場合に必要。
	
	

	
	９
	店舗併用住宅等の場合、延べ面積の２分の１以上が住宅部分であることが証明できる書類を添付している。（該当する場合）
	□
	□

	
	
	○建築確認申請等の店舗と住宅部分の面積が確認できる書類の写し。
	
	

	
	1０
	必要な書類等は、読み取りができるものを添付している。
	□
	□

	
	
	○文字が読み取れない、判別できない写しでないことを確認してください。
	
	




※申請者欄の項目をチェックし、交付申請書とあわせて提出してください。



申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　点検者（市職員）　　　　　　　　　　　　　　
